
（１）伝統工芸士及び工芸品認定要件 （３）鳥取県知事認定

伝統工芸士
 産　地 事業

所数
伝統工芸士
（生存者）

牛ノ戸焼  鳥取市 　１社 　１名

因州・中井窯  鳥取市  １社  １名

法勝寺焼松花窯  南部町   １社   １名

伝統工芸士
法勝寺焼皆生窯  米子市   １社   １名

郷土工芸品
因久山焼  八頭町   １社   １名

上神焼  倉吉市   １社   １名

上神焼上神山窯元  倉吉市   １社   １名

（２）経済産業大臣指定 浦富焼  岩美町   １社   １名

伝統工芸品名 産地 事業者数
伝統工
芸士数

岩井窯  岩美町   １社   １名

鳥取市佐治 7社 4名 延興寺窯  岩美町   １社   １名

鳥取市青谷 12社 3名 黒見焼  倉吉市   ０社   ０名

境港市 4社 3名 福光焼  倉吉市   １社   １名

米子市他 2社 3名 大山焼久古窯  伯耆町   １社   １名

出雲石灯ろう 境港市 1社 1名 山根窯 鳥取市   １社   １名

計 26社 14名 倉吉絣  倉吉市   １社
※保存会

 ２名

綾綴織  倉吉市   １社   １名

染物（筒書き）  米子市   １社 　２名

大山友禅染  伯耆町   １社   １名

木彫十二支  岩美町   １社   １名

北條土人形  北栄町   ０社   ０名

桜独楽  若桜町   ０社   １名

はこた人形  倉吉市   １社
※保存会

  ０名

流しびな、きりん獅子  鳥取市   ０社   １名

土鈴  若桜町   １社   １名

鳥取市
他

４社 ６名

 鳥取市   １社
※保存会

  ０名

米子市 １社 １名

鳥取市 １社 １名

桶、樽、指物、挽物

刳物、下駄、額縁

筥物、茶道具、桐箱

精霊舟、欄間彫刻

麒麟獅子

倉吉市
他

 １社   １名

 日南町   １社 　２名
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竹細工

鹿野菅笠
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鳥取県の伝統工芸品(物故者除く)
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経済産業大臣が認定する伝統的工芸品に
従事し１２年以上の実務経験を有するもの

（根拠）伝統的工芸品の振興に関する
法律(伝産法）による

技術や技法に100年以上の歴史があり
今日まで継続していること

１０企業以上又は３０人以上の規模の製造者
があり、地域産業として成立していること

弓浜絣

陶
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 郷土工（民）芸品名

令和元年５月現在

県知事が指定する郷土工芸品等の製造に
従事し、１０年以上の実務経験を有するもの

技術や技法が昭和２０年以前に確立し
今日まで継続していること


